
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年１０月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年４月２３日 １０時１０分ごろ 

発生場所 大分県大分市玉井
た ま い

漁港東北東方沖 

 佐賀関
さがのせき

漁港幸
こう

の浦
うら

南防波堤灯台から真方位２００°１,４５０ｍ付

近 

 （概位 北緯３３°１３.８′ 東経１３１°５２.７′） 

事故の概要 漁船太洋
たいよう

丸は、北東進中、また、プレジャーボートブルーバードⅡ
ツー

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年４月２４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  漁船 太洋丸、１.２トン 

     ＯＴ３－４６８８２、個人所有 

   第２９４－２３８４３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ  プレジャーボート ブルーバードⅡ、５トン未満（長さ２.８４ 

ｍ） 

   ２９４－２２５１９大分、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ  船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ  左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ  右舷中央部外板に亀裂を伴う破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  北、風力  ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 南南西流 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、玉井漁港東方沖であじ
．．

釣りをし

ながら漂泊中、船長Ａが、漁場を移動しようと思って周囲を見た際、

前路に航行の支障となる他船を見掛けなかったので、前路に他船はい

ないものと思い、Ａ船船尾付近の操縦場所で操船して微速力前進で北

東進を開始したところ、Ｂ船と衝突した。 

 船長Ａは、発進前に周囲を見たものの、Ｂ船の船体が小さく、視界

に入らなかったのではないかと、本事故後に思った。 

  Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、玉井漁港東北東方沖で船首からパラシュート型シーア

ンカーを投入して漂泊中、船長Ｂ及び同乗者が釣りをしていたとこ

ろ、同乗者が接近するＡ船に気付いた直後、Ｂ船の右舷中央部にＡ船

の左舷船首部が衝突した。 

 同乗者は、右足踵に切創を負った。 



 

分析  Ａ船は、漁場から発進する際、船長Ａが、前路に他船はいないもの

と思い、前路の見張りを適切に行っていなかったことから、前路で漂

泊中のＢ船に気付かずに北東方に向けて発進し、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ａは、漁場から発進する際、周囲を見たものの、Ｂ船の船体が

小さく、視界に入らなかったことから、前路に他船はいないものと思

った可能性があると考えられる。 

  Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、釣りをしていて周囲の見張りを適切に

行っていなかったことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、船長Ａ及び船長Ｂが共に見張りを適切に行っていなかっ

たため、北東方に向けて発進したＡ船と漂泊中のＢ船とが衝突したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。  


